
貴重資料特別利用許可申請書 
 

令和 ６ 年 11 月 30 日  
 
 （あて先）津市津図書館長 
                        氏 名 津市 花子 

申請者 所 属 津市図書館         
電 話       
メール              

 
 次のとおり、津市津図書館所蔵の貴重資料を特別利用したいので申請します。 

目 的 
①学術上の調査研究のための利用 

②論文等執筆のための利用 

③その他 

（            ） 

内 容 

①閲覧 

②模写 

③撮影 

④出版物掲載 

⑤その他 

（            ） 

希 望 日 時 

第１希望 令和６年１２月２３日（水）１３時 分～１４時 分 

第２希望 令和７年 １月 ５日（日）１１時 分～１２時 分 

第３希望 令和７年 １月 ９日（木）１１時 分～１２時 分 

資 料 名 文庫名｜橋本・有造館・河辺家・井田・稲垣・（  ） 

 

久居町略図（名所写真入り・商工家案内） 

 

(数量) 

  1点 

 

文庫名｜橋本・有造館・河辺家・井田・稲垣・（  ） 

 

  

(数量) 

   

 

文庫名｜橋本・有造館・河辺家・井田・稲垣・（  ） 

 

(数量) 

   

 

備 考 
  

  

 
● 利用者は、次の各号に定める事項を必ず遵守いたします。 
 (１) 資料等については、善良なる利用者の注意をもって利用します。 
 (２) 資料の汚損、破損及び亡失防止に注意します。 
 (３) 利用後においては、現状に復し、津図書館職員の点検を受けます。 
 (４) 利用時間を厳守します。 
 (５) 他の利用者の迷惑とならないように配慮します。 
 (６) 申請事項以外の目的、内容に資料等を使用しません。 
 (７) その他利用に際しては、津図書館職員の指示に従います。 
● 故意又は過失により、資料を汚損し、破損し、又は亡失したときは、その修理又は補
充に要する費用を負担いたします。 

● 資料等の利用により執筆した論文等の出版物、印刷物等については、１部寄贈いたし
ます。なお、稲垣文庫資料を利用した場合、稲垣家報告用として１部寄贈いたします。 

 
貴重資料の利用を許可した

いと思います。 
   起案者 
 
起案日   年  月  日 
決裁日   年  月  日 

決
裁 

館長 
管理担当

主幹 

奉仕担当 
主幹 副主幹 担当 

     

123-456-7890 
tsulib@ztv.ne.jp 

記入例 


